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2006年（平成18年）5月（2）高砂市議会だより第137号

平
成　

年
３
月
定
例
市
議
会
日
程
表

１８

会　

期　

２
月　

日（
金
）〜　

３
月　

日（
木
）　

日
間

２４

３０

３５

２
月　

日（
金
）　

開
会
、
市
長
の
施
政
方
針
並
び
に
提
案

２４

理
由
の
説
明

　
　
　

日（
土
）　

休　

会

２５

　
　
　

日（
日
）　

休　

会

２６

　
　
　

日（
月
）　

休　

会

２７

　
　
　

日（
火
）　

休　

会

２８

３
月
１
日（
水
）　

休　

会

　
　

２
日（
木
）　

決
算
特
別
委
員
会

　
　

３
日（
金
）　

決
算
特
別
委
員
会

　
　

４
日（
土
）　

休　

会

　
　

５
日（
日
）　

休　

会

　
　

６
日（
月
）　

決
算
特
別
委
員
会

　
　

７
日（
火
）　

質
疑（
補
正
関
係
分
）

　
　

８
日（
水
）　

質
疑（
補
正
関
係
分
）

　
　

９
日（
木
）　

各
常
任
委
員
会
審
査（
補
正
関
係
分
）

　
　
　

日（
金
）　

各
常
任
委
員
会
審
査（
補
正
関
係
分
）

１０

　
　
　

日（
土
）　

休　

会

１１

　
　
　

日（
日
）　

休　

会

１２

　
　
　

日（
月
）　

委
員
長
報
告
、
討
論
採
決（
補
正
関
係

１３

分
）質
疑（
追
加
議
案
関
係
分
）

　
　
　

日（
火
）　

質
疑（
追
加
議
案
関
係
分
）、
各
常
任
委

１４

員
会
審
査

　
　
　

日（
水
）　

各
常
任
委
員
会
審
査
、
委
員
長
報
告
、

１５

討
論
採
決

　
　
　

日（
木
）　

代
表
質
問

１６

　
　
　

日（
金
）　

質
疑（
当
初
関
係
分
）

１７

　
　
　

日（
土
）　

休　

会

１８

　
　
　

日（
日
）　

休　

会

１９

　
　
　

日（
月
）　

質
疑（
当
初
関
係
分
）

２０

　
　
　

日（
祝
）　

休　

会

２１

　
　
　

日（
水
）　

質
疑（
当
初
関
係
分
）

２２

　
　
　

日（
木
）　

質
疑（
当
初
関
係
分
）

２３

　
　
　

日（
金
）　

質
疑（
当
初
関
係
分
）

２４

　
　
　

日（
土
）　

休　

会

２５

　
　
　

日（
日
）　

休　

会

２６

　
　
　

日（
月
）　

諸
報
告
、
特
別
委
員
会
、
各
常
任
委
員

２７

会
審
査（
当
初
関
係
分
）

　
　
　

日（
火
）　

各
常
任
委
員
会
審
査（
当
初
関
係
分
）

２８

　
　
　

日（
水
）　

各
常
任
委
員
会
審
査（
当
初
関
係
分
）

２９

　
　
　

日（
木
）　

委
員
長
報
告
、
討
論
採
決
、
質
疑（
追
加

３０

議
案
関
係
分
）、
各
常
任
委
員
会
審
査
、

委
員
長
報
告
、
討
論
採
決
、
閉
会

　

３
月
定
例
市
議
会
は
平
成　

年
２
月　

日
か
ら
３
月

１８

２４

　

日
ま
で
、
２
回
の
会
期
延
長
を
行
い
、　

日
間
に
わ

３０

３５

た
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

３
月
定
例
市
議
会
は
、　

年
度
の
総
ま
と
め
で
あ
り
、

１７

同
時
に　

年
度
に
向
け
て
の
市
長
の
方
針
が
示
さ
れ
、

１８

　

年
度
の
各
会
計
予
算
や
市
の
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の

１８条
例
案
が
提
案
さ
れ
る
な
ど
、
最
も
重
要
で
、
最
も
ボ

リ
ュ
ー
ム
の
大
き
い
議
会
で
す
。

　

２
月　

日
に
開
会
し
、
市
長
の
施
政
方
針
並
び
に
提

２４

案
理
由
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
平
成　

年
度
会
計
の

１６

決
算
認
定
に
関
し
て
決
算
特
別
委
員
会
委
員
長
か
ら
継

続
審
査
と
し
た
い
旨
の
中
間
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
対
し
本
議
会
は
今
会
期
中
に
結
論
を
出
す
べ
き
で

あ
る
と
の
意
思
を
示
し
た
た
め
、
決
算
特
別
委
員
会
は

さ
ら
に
３
日
間
委
員
会
を
開
催
し
、
最
終
日
に
報
告
を

行
い
ま
し
た
。（
結
果
及
び
報
告
書
に
つ
い
て
は
別
掲
）

　

ま
ず
平
成　

年
度
関
係
の
議
案
及
び
予
算
の
審
議
を

１７

行
い
、
そ
の
後
市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
各
会
派
を

代
表
し
た
代
表
質
問
を
行
い
、
平
成　

年
度
関
係
の
議

１８

案
及
び
予
算
を
審
議
し
ま
し
た
。

　

平
成　

年
度
関
係
で
は
市
営
住
宅
の
修
繕
費
未
払
い

１７

に
関
し
て
工
事
施
工
業
者
と
の
和
解
に
よ
る
損
害
賠
償

の
議
案
を
提
案
し
ま
し
た
が
、
議
員
か
ら
そ
の
内
容
に

つ
い
て
質
問
が
相
次
ぎ
、
内
容
を
精
査
す
る
た
め
市
長

は
一
旦
提
案
を
撤
回
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
議
案
に

つ
い
て
は
最
終
日
に
再
度
提
案
さ
れ
、
記
名
投
票
に
よ

り
可
決
し
ま
し
た
。（
記
名
投
票
結
果
は
別
掲
）

　

平
成　

年
度
関
係
で
は
議
員
、
市
長
、
助
役
、
教
育

１８

長
、
一
般
職
員
の
人
件
費
に
つ
い
て
の
条
例
、
福
祉
等

法
改
正
に
よ
る
条
例
、
国
民
保
護
法
に
基
づ
く
条
例
、

高
砂
市
の
休
日
に
関
す
る
条
例
等
及
び
一
般
会
計
を
は

じ
め
と
す
る
各
会
計
の
予
算
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
で
の
代
表
質
問
や
議
案
質
疑
、
委
員
会
で
は

さ
ら
に
深
い
議
論
を
行
い
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
提
案

さ
れ
た
議
案
に
対
し
、
市
民
の
代
表
と
し
て
の
判
断
を

行
い
全
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

3
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し 
3
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し 
3
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し 

　●損害賠償の額を定めることについて 
　（市営住宅の修繕費未払い）
　賛成者多数により可決
　　賛成者　２０人
　　船田　昭信　　　福元　　昇　　　横山　義夫
　　橋本　芳和　　　八田美津子　　　砂川　辰義
　　中須　多門　　　近藤　清隆　　　北畑　徹也
　　沢野　　博　　　西野　　勝　　　秋田さとみ
　　北　元次郎　　　宮本　幸弘　　　生嶋　洋一
　　池本　　晃　　　萬山　忠彦　　　木村　　巍
　　坂牛　八州　　　岡本　勝弘

　　反対者　７人
　　小松美紀江　　　松本　　均　　　今竹　大祐
　　入江　正人　　　北野誠一郎　　　鈴木　利信
　　井奥　雅樹

　●平成１８年度高砂市一般会計予算 

　賛成者多数により可決
　　賛成者　１９人
　　船田　昭信　　　福元　　昇　　　横山　義夫
　　橋本　芳和　　　八田美津子　　　砂川　辰義
　　近藤　清隆　　　北畑　徹也　　　沢野　　博
　　西野　　勝　　　秋田さとみ　　　北　元次郎
　　宮本　幸弘　　　生嶋　洋一　　　池本　　晃
　　萬山　忠彦　　　木村　　巍　　　坂牛　八州
　　岡本　勝弘

　　反対者　８人
　　小松美紀江　　　松本　　均　　　今竹　大祐
　　中須　多門　　　入江　正人　　　北野誠一郎
　　鈴木　利信　　　井奥　雅樹

記　名　投　票　結　果
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議　案　概　要

可決した条例
●高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例の一部を改正
する条例
●議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例
●高砂市議会委員会条例の一部を改正する条例
●高砂市議会会議規則の一部を改正する規則
●高砂市国民保護協議会条例
●高砂市国民保護対策本部及び高砂市緊急対処事態対策
本部条例
●高砂市災害対策本部条例の一部を改正する条例
●市町の合併に伴う関係条例の整理に関する条例
●高砂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
等の一部を改正する条例
●特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部
を改正する条例
●高砂市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する
条例
●高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例
●高砂市自立支援給付等審査会の委員の定数等を定める
条例
●高砂市子育て支援センター条例
●高砂市土地改良事業分担金徴収条例
●高砂市市営住宅条例の一部を改正する条例
●高砂市消防手数料条例の一部を改正する条例
●高砂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
●高砂市企業職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例
●高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例
●高砂市介護保険条例の一部を改正する条例
●高砂市医療費助成条例の一部を改正する条例
●高砂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例
●高砂市民病院使用条例の一部を改正する条例
●高砂市市税条例の一部を改正する条例
●新築の住宅等に対して課する固定資産税軽減に関する
条例の一部を改正する条例

可決した予算（平成１８年度）
●平成１８年度高砂市一般会計予算
●平成１８年度高砂市国民健康保険事業特別会計予算
●平成１８年度高砂市下水道事業特別会計予算
●平成１８年度高砂市老人保健医療事業特別会計予算
●平成１８年度高砂市介護保険事業特別会計予算
●平成１８年度高砂市水道事業会計予算
●平成１８年度高砂市工業用水道事業会計予算
●平成１８年度高砂市病院事業会計予算

主要な新規事業（平成１８年度予算）
●防災ネットたかさごの整備
●高砂市国民保護計画の作成
●のじぎく兵庫国体実行委員会補助

●地域福祉計画策定
●不審者対策用品の購入
●指定管理者制度の導入
●児童手当の拡充
●子育て支援センター運営管理
●ファミリーサポートセンターの開設準備
●障害者自立支援事業
●洪水ハザードマップ策定準備
●緊急情報伝達指令システム整備工事
●自動体外式除細動器設置
●幼稚園の２年保育全園実施
●文化財発掘調査及び保存活用整備
●市議会会議録のインターネット公開

可決したその他の議案
●財産の減額譲渡
●兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団
体の数の増減及び規約の変更

●市道路線の認定
●市道路線の変更
●市道路線の廃止
●清掃業務の一部を委託するにつき同意を求めること
●高砂市、加古川市水質観測車による水質調査事務の事
務委託に関する規約の廃止

●損害賠償の額を定めることについて
●損害賠償の額を定めることについて   
●固定資産評価審査委員会委員を選任するにつき同意を
求めること

●教育委員会委員を任命するにつき同意を求めること

請　願　・　陳　情
●ＪＲ宝殿駅のバリアフリー化を早期に実現して下さい。
ＪＲ宝殿駅にエレベーター・エスカレータ設置を早期に
実現して下さい。　 採　択

●年金生活者、高齢者の負担増に救済制度を求める
　請願　1 採　択
●年金生活者、高齢者の負担増に救済制度を求める
　請願　2 採　択
●宝殿駅バリアフリー化の早期実現を求める請願 採　択
●ＪＲ宝殿駅バリアフリー化を早期に実現する請願 採　択
●ＪＲ宝殿駅バリアフリー化を早期に実現する請願 採　択
●ＪＲ宝殿駅のバリアフリー化を早期に実現させる陳情
 採　択
●出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り
金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の
規制等に関する法律」の改正を求める陳情書 採　択

●「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求
める意見書」提出に関する陳情 不採択

●セブンイレブン金ヶ田町店に於ける中型・大型車の乗
り入れの禁止を願う陳情書 継　続
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市
政
運
営
に
当
た
っ
て
き
た

総
括
を
、
あ
な
た
自
身
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
お
ら
れ
る
の

か
。
ま
た
、
さ
ら
な
る
高
砂
市
の

発
展
の
た
め
、
今
年
９
月
３
日
に

告
示
さ
れ
る
市
長
選
に
出
馬
し
、

市
政
運
営
に
当
た
っ
て
い
こ
う
と

さ
れ
る
の
か
、
そ
の
態
度
を
明
ら

か
に
し
、
抱
負
と
政
策
を
明
確
に

示
し
て
下
さ
い
。

 

公
正
公
平
を
基
本
姿
勢
に
掲

げ
、
開
か
れ
た
市
政
運
営
、

未
来
を
見
据
え
た
計
画
づ
く
り
、

暮
ら
し
の
調
和
の
三
つ
の
信
条
で

今
日
ま
で
進
め
て
き
た
。
２
期
目

は
赤
字
再
建
団
体
へ
の
転
落
回
避

の
た
め
取
り
組
ん
で
き
た
。
目
標

は
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
も
の
の
依
然

と
し
て
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ

る
。
多
く
の
懸
案
事
項
の
解
決
が

必
要
で
あ
り
引
き
続
き
市
政
を
担

当
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て　
　

 

行
政
改
革
、
さ
ら
な
る
改
革

と
は
。

 

最
悪
の
事
態
は
脱
却
で
き
た

と
判
断
す
る
が
、
高
砂
市
の

飛
躍
を
求
め
る
た
め
、
行
政
改
革

を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
思
い
か
ら
、
さ
ら
な
る
改

問 問 答 答 問 問 答 答 

革
期
間
を
位
置
づ
け
た
。

 

国
民
保
護
計
画
に
つ
い
て
の

国
と
地
方
自
治
体
、
市
民
と

の
関
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

 

国
民
保
護
法
は
国
民
の
生
命

財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
国

や
地
方
自
治
体
の
役
割
を
定
め
た

法
律
で
あ
る
。
国
民
保
護
計
画
策

定
に
あ
た
っ
て
は
市
民
の
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
等
、
意
見
の
集
約
を
図
り

た
い
。

 

高
砂
市
み
な
と
ま
ち
づ
く
り

構
想
に
つ
い
て
、
高
砂
市
の

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
関
り
は
。

 

み
な
と
ま
ち
づ
く
り
構
想
を

実
現
さ
せ
る
こ
と
は
将
来
の

高
砂
市
の
発
展
に
必
ず
資
す
る
も

の
と
認
識
し
、
最
重
点
施
策
の
一

つ
と
考
え
る
。

 

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
に

つ
い
て
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
地
域
活
動
の
拠
点
と
し
て
再

検
討
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

 

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
の

施
設
そ
の
も
の
が
一
番
身
近

な
施
設
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
よ
り
幅
広
い
活
用
の

方
策
が
な
い
か
検
討
時
間
を
い
た

だ
き
た
い
。

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

　
市
民
病
院
経
営
に
つ
い
て　
　
　

 

市
民
の
命
と
健
康
を
守
る
拠

点
と
し
て
、
医
師
の
充
実
、

医
療
機
器
の
充
実
な
ど
、
さ
ら
な

る
市
民
の
期
待
に
応
え
る
市
民
病

院
と
し
て
、
病
院
経
営
の
健
全
化

を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

市
民
の
健
康
と
命
を
守
る
拠

点
と
認
識
し
て
い
る
が
効
率

的
な
経
営
と
い
う
側
面
も
大
事
に

し
な
が
ら
市
民
の
信
頼
を
得
る
よ

う
努
め
た
い
。

　
Ｊ
Ｒ
宝
殿
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化　

　
対
策
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

 

加
古
川
市
と
調
整
し
、
交
通

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
法
に
よ
る

補
助
事
業
と
し
て
早
期
実
現
に
向

け
、
諸
経
費
を
計
上
す
べ
き
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
曽
根
駅
に

つ
い
て
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
早

期
実
現
に
向
け
努
力
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

 

Ｊ
Ｒ
各
駅
、
曽
根
駅
宝
殿
駅

周
辺
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

協
議
会
な
ど
を
通
じ
て
整
備
を
進

め
て
き
た
。
平
成　

年
度
以
降
の

１９

早
い
時
期
の
事
業
着
手
に
向
け
、

鋭
意
努
力
し
た
い
。

問 問 答 答 問 問 答 答 

市
長
の
8
年
間
の
市
政
運
営
総
括
に
つ
い
て　
ほ
か

政
友
会　
生
嶋　
洋
一

代表質問
　市長の施政方針に対する代表質問は、高砂市議会では一会
派４０分となっております。
　紙面では一部しかお伝えすることができません。よりくわ
しい内容をお知りになりたい方は市立図書館や各公民館に備
えられている「兵庫県高砂市議会定例会会議録」に質問と答
弁のすべてが収められていますのでご利用下さい。なお、イ
ンターネットからも会議録の閲覧検索ができます。（３月定例
会の会議録は６月にできあがります。）

http://www.city.takasago.hyogo.jp
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国
民
避
難
計
画
は
戦
争
を
想

定
し
た
市
民
へ
の
協
力
強
要

で
あ
る
。
戦
争
よ
り
自
然
災
害
の

救
援
対
策
や
防
護
対
策
の
計
画
を

優
先
し
市
民
の
安
全
を
守
る
べ
き

で
あ
る
。

 

国
民
保
護
法
に
基
づ
く
保
護

計
画
策
定
は
法
定
受
託
事
務

で
あ
り
、
住
民
の
生
命
、
身
体
、

財
産
を
守
る
こ
と
は
地
方
自
治
体

の
課
題
と
認
識
し
、
計
画
を
定
め
、

避
難
要
領
等
を
策
定
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

　
財
政
再
建
は
大
胆
な
制
度
改
正　

　
が
必
要　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

人
件
費
削
減
を
柱
と
し
た
財

政
再
建
方
針
は
人
材
育
成
、

勤
労
意
欲
、
総
合
応
援
体
制
の
崩

壊
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
。

財
政
確
立
は
大
胆
な
制
度
改
正
や

新
た
な
る
高
砂
ル
ー
ル
を
作
り
一

体
性
の
も
の
と
し
て
取
り
組
む
べ

き
で
あ
る
。

 

議
員
か
ら
具
体
的
な
ご
指
摘

が
あ
っ
た
が
検
討
事
項
と
し

た
い
。

　
新
た
な
財
源
確
保
に
知
恵
を
出
せ　

 

支
出
抑
制
と
共
に
財
源
確
保

を
す
べ
き
で
、
そ
の
一
つ
と

し
て
公
的
施
設
へ
の
広
告
掲
示
に

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 

よ
り
施
設
維
持
保
守
費
を
負
担
さ

せ
る
方
式
が
採
用
さ
れ
、
学
校

フ
ェ
ン
ス
や
校
舎
壁
面
、
横
断
歩

道
、道
路
照
明
や
街
灯
、マ
ン
ホ
ー

ル
蓋
等
が
対
象
に
全
国
的
に
実
施

さ
れ
て
い
る
が
、
高
砂
版
検
討
は

ど
う
か
。

 

既
に
広
告
手
数
料
を
修
繕
費

と
の
相
殺
や
修
理
費
の
一
部

に
し
て
い
る
自
治
体
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
は
知
っ
て
お
り
、
強
い

関
心
を
持
っ
て
い
る
が
か
な
り
の

調
査
研
究
を
行
い
、
市
民
が
十
二

分
に
納
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
て
お
り
、
し
ば
ら
く
時
間
を
い

た
だ
き
た
い
。

　
新
入
札
制
度
導
入
は
考
え
て
い　

　
る
の
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

入
札
は
競
争
原
理
が
は
た
ら

き
低
落
札
金
額
と
な
る
よ
う

制
度
改
正
し
、
当
日
参
加
方
式
や

年
間
参
加
規
制
、
貢
献
度
評
価
等

の
新
規
ル
ー
ル
を
確
立
し
て
は
ど

う
か
。

 

入
札
制
度
に
つ
い
て
郵
便
入

札
制
度
の
見
直
し
な
ど
現
在

行
っ
て
い
る
が
、
公
平
公
正
な
入

札
制
度
の
改
善
に
取
り
組
み
た
い
。

　
市
役
所
の
規
模
は
こ
れ
で
良
い　

　
の
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

答 答 問 問 答 答 

 

人
件
費
抑
制
や
退
職
勧
奨
で

若
年
退
職
が
増
加
、一
方
で
市

民
ニ
ー
ズ
に
よ
り
業
務
量
は
増
加
、

安
定
し
た
業
務
執
行
体
制
を
確
定

す
べ
き
だ
。
毎
年
一
定
の
要
員
を

採
用
し
年
齢
構
成
の
平
準
化
と
技

術
断
層
防
止
で
要
員
の
規
模
を
確

保
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
病
院
、
消

防
等
は
そ
の
特
徴
的
個
所
で
あ
る
。

 

今
回
、
定
員
適
正
化
計
画
を

提
出
し
て
い
る
が
平
成　

年
２２

ま
で
の
数
値
目
標
を
定
め
た
も
の
。

今
後
の
業
務
の
状
況
を
勘
案
し
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
今
後

の
職
員
採
用
は
で
き
る
だ
け
毎
年

一
定
の
採
用
を
心
が
け
た
い
。

　
懸
案
事
項
の
事
業
化
は
誰
が
、　

　
何
を
基
準
に
優
先
決
定
し
て
い　

　
る
の
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

学
校
建
設
や
施
設
耐
震
工
事
、

児
童
見
守
り
事
業
、
ア
ス
ベ

ス
ト
対
策
や
市
民
健
康
対
策
等
そ

の
事
業
計
画
の
順
位
決
定
は
何
が

基
準
な
の
か
。
事
業
の
主
幹
部
局

は
ど
こ
か
。又
、市
民
要
望
と
な
っ

た
状
況
把
握
も
で
き
て
い
る
の
か
。

 

阿
弥
陀
小
学
校
移
転
改
築
が

最
優
先
と
し
て
い
る
。
次
に

継
続
的
な
事
業
や
法
の
規
定
に
よ

る
事
業
、
市
民
の
安
全
安
心
の
確

保
を
図
る
事
業
を
優
先
す
べ
き
と

考
え
る
。

問 問 答 答 問 問 答 答 

国
民
避
難
計
画
よ
り
自
然
災
害
救
済
を　
ほ
か

新
社
会　
宮
本　
幸
弘

◆
民
主
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
、
提
言

も
含
め
て
質
問
を
し
た
い
。

 

行
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
行

政
が
仕
事
の
仕
方
を
工
夫
す

る
部
分
と
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質

や
量
を
変
え
る
部
分
と
に
整
理
を

し
て
、
市
民
に
説
明
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

 

行
政
と
し
て
工
夫
、
努
力
す

べ
き
部
分
、
市
民
の
理
解
と

協
力
が
必
要
な
部
分
は
今
後
の
行

政
改
革
を
進
め
る
観
点
の
一
つ
と

認
識
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
手
法

で
あ
っ
て
も
説
明
責
任
を
果
た
す

の
は
市
の
責
務
と
考
え
る
。

 

高
砂
市
の
市
政
運
営
で
必
要

な
も
の
は
、「
不
当
要
求
は

許
さ
な
い
」「
暴
力
に
屈
し
な
い
」

と
い
う
毅
然
と
し
た
姿
勢
で
あ
り
、

職
員
の
モ
ラ
ー
ル
を
高
め
る
た
め

に
も
、
こ
れ
に
対
応
で
き
る
組
織

を
作
る
べ
き
だ
。

 

ご
指
摘
の
と
お
り
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
職
員
個
々
の

意
識
改
革
が
必
要
で
あ
り
、
よ
り

充
実
し
た
研
修
を
行
い
、
職
員
個
々

を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
毅
然

と
し
た
組
織
対
応
に
努
め
た
い
。

 

安
心
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ

く
り
を
す
す
め
る
た
め
に
、

地
域
力
を
高
め
る
活
動
に
携
わ
っ

て
い
る
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進

員
等
を
含
め
て
、
活
動
実
態
を
報

告
し
あ
え
る
機
会
を
作
っ
て
は
ど

う
か
。

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 

 

多
様
な
組
織
や
団
体
の
連
携

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
は
か

る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
す
で

に
生
活
安
全
推
進
連
絡
協
議
会
を

設
置
し
、
情
報
交
換
し
な
が
ら
安

全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
今
後
と
も
多
様
な

主
体
に
よ
る
活
動
を
つ
な
ぎ
、
支

え
あ
う
仕
組
み
づ
く
り
を
支
援
し

て
い
き
た
い
。

 

高
砂
み
な
と
ま
ち
づ
く
り
構

想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

県
主
導
で
は
な
く
、
高
砂
市
と
し

て
の
明
確
な
見
解
を
示
し
、
主
体

性
を
も
っ
た
取
り
組
み
に
す
べ
き

で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
浚
渫
固
化

汚
泥
処
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
場

所
に
移
す
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、

解
決
の
道
は
狭
め
ら
れ
る
。
幅
広

い
視
点
を
持
つ
べ
き
だ
。

 

高
砂
西
港
は
県
が
管
理
す
る

港
湾
で
、
県
が
事
業
を
行
う

場
合
は
市
と
し
て
考
え
を
取
り
ま

と
め
、
県
と
連
携
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
考
え
て
い
る
。
今
後
と

も
県
市
連
携
を
強
化
し
臨
海
部
の

活
性
化
と
市
民
生
活
向
上
を
目
指

し
た
い
。

　

浚
渫
汚
泥
に
つ
い
て
は
仮
置
で

あ
る
と
明
言
し
て
い
る
が
、
市
民

の
安
全
を
第
一
と
し
、
安
全
の
確

保
を
県
市
事
業
者
で
行
い
な
が
ら

次
の
対
応
策
を
考
え
て
い
き
た
い
。

 

申
義
堂
は
学
び
あ
い
の
ま
ち

高
砂
を
目
指
し
て
、
カ
ネ
カ

答 答 問 問 答 答 問 問 

か
ら
の
寄
付
金
を
財
源
に
復
元
建

築
す
る
事
に
し
て
い
る
が
、
具
体

的
な
時
期
も
含
め
、
明
確
に
す
べ

き
だ
。

 

平
成　

年
度
以
降
の
で
き
る

１８

だ
け
早
い
時
期
に
着
工
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｒ
宝
殿
駅
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
に
つ
い
て
は
、
高
砂

市
は
市
民
の
事
を
考
え
て
い
な
い

の
か
の
如
き
新
聞
報
道
も
あ
り
、

市
民
も
不
安
に
感
じ
て
い
る
。
市

長
の
考
え
方
の
真
意
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。

 

宝
殿
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

は
前
段
Ｊ
Ｒ
曽
根
駅
関
係
の

整
理
を
議
会
と
も
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
中
で
平
成　

年
度
以
降
の
早

１９

い
時
期
に
事
業
着
手
で
き
る
よ
う

加
古
川
市
と
も
十
分
す
り
合
わ
せ

な
が
ら
進
め
た
い
。

 

高
砂
市
は
こ
の
三
年
間
、
財

政
再
建
団
体
に
な
ら
な
い
よ

う
に
頑
張
っ
て
き
た
。
市
民
や
職

員
に
対
し
、
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
が

必
要
で
は
な
い
か
。

 

第
３
次
行
政
改
革
は
ほ
ぼ
達

成
で
き
る
見
込
み
で
あ
る
。

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
多
大
な
ご
負

担
を
か
け
て
い
る
が
、
推
進
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
る
。
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
協
力
、
職
員
の
協

力
、
議
会
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を

得
て
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ

と
、
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て　
ほ
か

民
主
ク
ラ
ブ　
船
田　
昭
信
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基
本
計
画
の
見
直
し
に
つ
い

て
、
２
０
０
１
年
度
に
策
定

さ
れ
た
第
３
次
高
砂
市
総
合
計
画

の
基
本
計
画
は
、
昨
年
度
中
に
見

直
し
、
今
年
度
か
ら
新
し
い
計
画

を
市
民
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。

 

行
政
改
革
の
た
め
新
た
な
事

業
へ
の
取
り
組
み
を
抑
制
し

て
い
る
が
、
新
た
な
法
律
の
施
行
、

制
度
改
正
、
社
会
環
境
の
変
化
を

受
け
、
基
本
計
画
と
施
策
の
方
向

性
が
乖
離
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
平
成　

年
度
に
検
証
を
行

１８

い
、
基
本
計
画
見
直
し
の
必
要
性

を
判
断
し
た
い
。

 

財
政
問
題
に
つ
い
て
、
以
下

の
項
目
に
つ
い
て
平
成　

年
１７

度
の
結
果
と
平
成　

年
度
の
目
標

２２

数
値
を
示
せ
。

　

�
財
政
調
整
基
金
積
立
額

　

�
経
常
収
支
比
率
の
改
善

　

�
人
件
費
の
削
減

　

�
公
債
費
比
率

　
　
（
実
質
公
債
費
比
率
で
）

 

�
将
来
的
に
は
標
準
財
政
規

模
の　

％
の
財
政
調
整
基
金

２０

残
高
を
確
保
し
た
い
。

�
財
政
の
硬
直
化
を
避
け
る
た
め

　

％
を
目
標
に
歳
出
抑
制
と
一
般

８５財
源
確
保
に
努
め
る
。

�
定
員
適
正
化
計
画
に
基
づ
く
職

員
数
の
削
減
と
人
件
費
総
額
の
抑

問 問 答 答 問 問 答 答 

制
に
努
め
る
。

�
実
質
公
債
費
比
率
が　

％
を
超

１８

え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標

に
、
市
債
に
大
き
く
頼
る
こ
と
の

な
い
財
政
運
営
に
努
め
た
い
。

 

地
方
公
営
企
業
・
土
地
開
発

公
社
の
経
営
健
全
化
に
つ
い

て
、
金
利
の
上
昇
が
大
き
な
懸
念

材
料
と
な
り
、
早
期
の
見
直
し
が

必
要
で
は
？

 

金
利
が
３
％
以
上
上
昇
す
る

と
平
成　

年
度
で
赤
字
に
な

４０

る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
の
金
利

変
動
を
見
な
が
ら
処
分
計
画
を
見

直
し
、
健
全
化
を
図
っ
て
い
き
た

い
。

 

「
２
０
０
７
年
問
題
」に
つ
い

て
団
塊
の
世
代
の
退
職
に
と

も
な
い
、
職
員
の
年
代
間
で
、
い

び
つ
な
人
員
構
成
が
問
題
と
な
る
。

定
員
適
正
化
計
画
と
ど
う
整
合
さ

せ
る
の
か
。

 

現
在　

代
と　

代
前
半
の
職

２０

４０

員
層
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る

が　

代
の
職
員
は
採
用
年
齢
引
き

２０
上
げ
で
解
消
で
き
る
と
考
え
る
。

　

代
前
半
に
つ
い
て
は
任
用
替
え

４０で
あ
る
程
度
解
消
で
き
る
と
考
え

る
。

　
高
砂
市
民
病
院
の
経
営
改
善
に　

　
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問 問 答 答 問 問 答 答 

 

医
師
の
確
保
に
つ
い
て
、
各

科
ご
と
の
計
画
を
人
数
も
含

め
て
示
せ
。

 

医
師
の
安
定
的
な
確
保
が
病

院
運
営
に
不
可
欠
で
あ
る
た

め
、
今
後
と
も
大
学
を
中
心
に
あ

ら
ゆ
る
方
面
に
働
き
か
け
、
医
師

の
確
保
に
取
り
組
み
た
い
。

 

経
営
健
全
化
を
図
る
た
め
の

方
向
性
は
。

 

地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
強

化
を
は
か
り
、
ま
た
診
療
体

制
を
充
実
さ
せ
病
院
経
営
健
全
化

を
進
め
た
い
。

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
問
題
に
つ
い
て　
　
　
　

 

「
高
砂
み
な
と
ま
ち
づ
く
り

構
想
」
の
推
進
に
あ
た
り
、

Ｐ
Ｃ
Ｂ
固
化
汚
泥
の
処
理
を
め

ぐ
っ
て
、
国
・
県
・
関
係
企
業
に

ど
の
よ
う
な
協
議
を
行
っ
て
き
た

の
か
。

 

兵
庫
県
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ー
ル
廃
棄
物
処
理
計
画
策

定
に
あ
た
り
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
行
政
連

絡
会
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
処
理
推
進

検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ
検
討
、

協
議
が
行
わ
れ
て
き
た
。
今
後
、

市
、
議
会
、
事
業
者
、
各
種
団
体
、

国
、
県
が
一
体
に
な
っ
て
検
討
協

議
で
き
る
場
、
機
会
を
積
極
的
に

つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

　
市
長
の
２
期
目
３
年
半
の
総
括　

　
と
今
後
の
方
針
に
つ
い
て　
　
　

 

初
当
選
の
時
、
掲
げ
た
目
標

や
理
想
に
対
し
て
現
時
点
で

の
思
い
は
、
そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
市
に
持
っ

て
行
き
た
い
の
か
。

 

参
画
と
協
働
に
重
点
を
置
き
、

公
助
、
互
助
、
自
助
を
施
策

の
中
で
生
か
し
て
い
き
た
い
。

 

第
３
次
行
財
政
改
革
集
中
期

間
の
成
果
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
。

 

こ
の
３
年
間
は
赤
字
再
建
団

体
に
転
落
し
て
は
な
ら
な
い

と
の
思
い
で
進
め
て
き
た
。
さ
ら

な
る
発
展
を
と
げ
る
た
め
平
成　
２１

年
度
末
ま
で
さ
ら
な
る
改
革
と
し

て
進
め
た
い
。

 

職
員
の
不
祥
事
を
二
度
と
起

こ
さ
な
い
た
め
に
ど
う
取
り

組
む
の
か
。
市
長
の
ト
ー
タ
ル
的

な
ポ
リ
シ
ー
は
い
ま
ど
こ
に
あ
る

の
か
。

 

二
度
と
そ
の
よ
う
な
不
祥
事

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
体
制
、

組
織
づ
く
り
に
努
力
す
る
。

　
新
年
度
予
算
に
つ
い
て　
　
　
　

　
安
心
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く　

　
り
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て　

 

不
審
者
お
よ
び
防
犯
に
関
す

る
情
報
を
携
帯
電
話
メ
ー
ル

に
配
信
す
る
施
策
に
つ
い
て
ど
う

取
り
組
む
か
。

 

防
犯
協
会
が
配
信
し
て
い
る

が
、
犯
罪
の
未
然
防
止
に
役

立
て
る
と
と
も
に
安
心
し
て
生
活

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

で
き
る
高
砂
を
目
指
し
た
い
。

 

小
学
校
区
安
全
マ
ッ
プ
充
実

に
つ
い
て
。

 

各
小
学
校
区
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
作

成
い
た
だ
い
た
。
他
で
は
目

に
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
も
表
示
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
今
後
と
も

ご
意
見
を
聞
く
場
を
設
け
て
対
応

し
て
い
き
た
い
。

◆
新
た
に
設
置
さ
れ
る
不
審
者
進

入
に
対
す
る
防
護
用
品
の
実
施
訓

練
を
提
案
す
る
。

 

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作

成
に
、
津
波
対
策
も
反
映
す

べ
き
。

 

市
民
に
安
心
し
て
い
た
だ
け

る
マ
ッ
プ
の
作
成
を
し
た
い
。

　
子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
社　

　
会
づ
く
り
に
向
け
て　
　
　
　
　

 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
。

 

気
軽
に
利
用
で
き
、
情
報
交

換
と
交
流
が
し
や
す
い
施
設

と
し
て
運
営
し
た
い
。

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
。

 

平
成　

年
度
に
開
設
の
準
備

１８

を
行
い
平
成　

年
度
に
発
足

１９

し
た
い
。

 

児
童
手
当
の
支
給
年
齢
の
引

き
上
げ
や
所
得
制
限
の
緩
和

と
出
産
一
時
金
の
額
の
引
き
上
げ

に
つ
い
て
市
民
に
ど
の
よ
う
に
周

知
す
る
の
か
。

 

チ
ラ
シ
配
布
、
広
報
誌
掲
載
、

新
対
象
家
庭
に
請
求
用
紙
配

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

布
な
ど
請
求
も
れ
の
な
い
よ
う
に

周
知
し
た
い
。

　
暮
ら
し
の
安
全
に
つ
い
て　
　
　

 

地
域
福
祉
計
画
と
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
。

 

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
の
今
後

の
役
割
に
つ
い
て
は
検
討
中
。

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

目
的
と
役
割
は
。

 

高
齢
者
の
生
活
を
総
合
的
に

支
え
る
拠
点
で
全
市
町
村
に

設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

 

高
砂
工
業
公
園
の
現
状
と
今

後
の
課
題
に
つ
い
て
。

 

平
成　

年
３
月
現
在
で
契
約

１８

率　

％
で
あ
り
、
現
在
残
り

３６

全
区
画
が
交
渉
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
。

 

「
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
」を
活

用
し
て
Ｊ
Ｒ
宝
殿
駅
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
を
で
き
る
だ
け
早
期

に
着
手
を
。

 

Ｊ
Ｒ
曽
根
駅
の
場
合
は
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
の
活
用
が
可

能
と
考
え
る
が
事
業
化
の
目
処
が

た
っ
た
段
階
で
検
討
す
る
。

　
参
画
と
共
同
に
つ
い
て　
　
　
　

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
へ
の

顕
彰
と
市
民
へ
の
認
識
を
高

め
る
た
め
ど
う
す
る
の
か
。

 

よ
り
多
く
の
市
民
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
い
た
だ

け
る
よ
う
努
め
る
。

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 答 答 

田
村
市
政
の
反
省
と
総
括
に
つ
い
て　
ほ
か

政
和
会　
入
江　
正
人

市
長
の
市
政
方
針
や
今
後
の
諸
課
題
に
つ
い
て

公
明
党　
橋
本　
芳
和
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ま
ず
第
一
に
第
二
期
田
村
市

政
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
第

二
に
現
在
お
か
れ
て
い
る
高
砂
市

の
現
状
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
第

三
に
今
後
の
高
砂
市
を
ど
う
導
こ

う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
以
上
三

点
に
つ
い
て
簡
単
明
瞭
に
お
答
え

い
た
だ
き
た
い
。

 

第
二
期
田
村
市
政
と
は
行
政

改
革
と
財
政
再
建
だ
っ
た
と

考
え
る
。
行
政
改
革
に
お
い
て
は

一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
が
依
然
と

し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成　

年
度
ま
で
さ
ら
な
る

２１

改
革
に
取
り
組
み
、
１
日
も
早
く

財
政
再
建
を
な
し
と
げ
、
市
民
福

祉
の
充
実
と
懸
案
事
項
の
早
期
実

現
に
取
り
組
み
た
い
。

 

次
に
、
前
年
度
の
決
算
審
査

内
容
が
新
年
度
予
算
に
ど
の

よ
う
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
い
う

形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ご

説
明
い
た
だ
き
た
い
。

 

決
算
委
員
会
の
指
摘
に
と
ど

ま
ら
ず
、
各
協
議
で
の
指
摘

事
項
を
取
り
ま
と
め
、
庁
内
で
調

整
の
う
え
、
現
状
を
総
合
的
に
勘

案
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

 

ま
た
、
施
行
か
ら
一
年
を
迎

え
る
機
構
改
革
の
効
果
と
弊

問 問 答 答 問 問 答 答 問 問 

害
、
是
正
を
要
す
る
点
な
ど
を
お

答
え
願
い
た
い
。

 

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
新

１７

た
な
組
織
執
行
体
制
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
。
市
民
の
皆
様
が

新
組
織
に
戸
惑
わ
な
い
よ
う
に
職

員
が
交
代
で
担
当
課
へ
の
案
内
を

実
施
し
た
。
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ

ス
を
通
じ
て
新
た
な
組
織
が
定
着

し
て
い
く
と
考
え
る
。

 

定
員
適
正
化
計
画
に
関
連
し

て
、
予
想
以
上
の
退
職
者
が

生
じ
て
お
り
、
し
か
も
勤
続
年
数

を
余
し
て
の
早
期
退
職
者
が
か
な

り
に
の
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

そ
の
原
因
や
意
味
を
お
伺
い
し
た

い
。
ま
た
、
退
職
す
れ
ば
市
役
所

と
は
別
組
織
の
人
間
と
な
る
た
め
、

機
密
保
護
の
点
か
ら
も
在
職
中
の

事
務
引
継
が
絶
対
に
必
要
だ
が
、

現
在
の
よ
う
に
年
度
も
押
し
迫
っ

て
か
ら
の
人
事
異
動
発
令
で
は
万

全
の
引
継
は
無
理
で
あ
り
、
異
動

の
発
令
時
期
を
配
慮
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

 

勧
奨
退
職
者
の
人
数
は
予
想

で
き
ず
、
原
因
も
一
概
に
は

言
え
な
い
。
ま
た
公
務
員
を
取
り

巻
く
環
境
は
厳
し
い
も
の
に
な
っ

て
お
り
熟
慮
の
結
果
と
考
え
る
。

答 答 問 問 答 答 

組
織
を
活
性
化
さ
せ
、
や
り
が
い

の
あ
る
職
場
に
す
る
の
も
私
の
責

務
と
認
識
し
て
い
る
。
異
動
時
の

引
継
は
１
週
間
程
度
で
行
う
の
が

望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
３
月

末
ぎ
り
ぎ
り
に
な
る
ま
で
に
発
令

す
る
ほ
う
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
引

継
が
で
き
る
と
考
え
る
。

◆
「
意
識
過
剰
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
が
、田
村
市
長
の
場
合
は「
無

意
識
過
剰
」
と
で
も
言
う
の
か
、

配
慮
を
欠
い
た
り
、
不
用
意
な
言

動
で
疑
惑
や
反
感
を
買
う
マ
イ
ナ

ス
面
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
立
場

は
違
っ
て
も
高
砂
市
の
た
め
を
思

う
気
持
ち
に
は
変
わ
り
は
な
い
は

ず
な
の
で
、
市
長
が
意
見
は
意
見

と
し
て
謙
虚
に
受
け
止
め
、
歩
み

寄
り
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
か
ら
円

滑
な
市
政
運
営
が
開
け
る
と
確
信

し
て
い
る
。

　
田
村
市
政
へ
の
批
判　
　
　
　
　

 

市
長
に
理
念
が
な
い
／
都
市

化
す
る
高
砂
市
に
対
応
で
き

て
い
な
い
／
国
の
動
き
、
経
済
の

動
き
を
先
読
み
す
る
知
恵
が
な
い

と
感
じ
る
。
市
長
の
理
念
は
。

 

理
念
を
一
言
で
と
い
う
こ
と

だ
が
、
高
砂
の
再
生
、
高
砂

の
再
構
築
を
す
る
た
め
に
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
各
論
提
言
１　

情
報
公
開
と
市　

　
民
参
加　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

多
重
滞
納
者
の
名
簿
す
ら
作

れ
な
い
現
在
の
運
用
は
問
題
。

そ
し
て
、
市
民
参
加
の
究
極
で
あ

る
「
市
民
事
業
の
育
成
」
を
て
が

け
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
窓
口
の

市
民
活
動
推
進
課
に
仕
事
が
集
中

し
す
ぎ
て
い
る
。
窓
口
の
整
理
の

考
え
方
は
。

 

各
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
経
験
を

積
ん
だ
市
民
が
大
勢
お
ら
れ

る
。
そ
う
い
う
皆
さ
ん
の
活
躍
い

た
だ
け
る
場
所
、
機
会
を
ふ
や
す

方
向
で
進
め
た
い
。
市
民
と
情
報

共
有
す
る
中
で
と
も
に
町
づ
く
り

問 問 答 答 問 問 答 答 

に
携
わ
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う

の
が
当
初
か
ら
の
思
い
で
あ
り
、

現
在
も
変
わ
り
な
い
。

　
各
論
提
言
２　

子
ど
も
施
策　
　

 

子
ど
も
施
策
を
一
番
に
お
く

べ
き
。
子
ど
も
の
安
全
の
た

め
に
は
「
交
通
指
導
員
」
制
度
導

入
を
。

 

地
域
の
中
で
い
か
に
連
携
を

と
り
な
が
ら
犯
罪
を
起
こ
さ

せ
な
い
体
制
作
り
を
し
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
も
重
要
な
こ
と
と
考

え
る
。
諸
団
体
と
十
分
な
連
携
を

と
り
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。

　
各
論
提
言
３　

財
政
健
全
化　
　

 

経
営
不
良
団
体
で
は
「
借
金

の
で
き
な
い
時
代
」
に
な
っ

て
い
る
。
健
全
化
に
向
け
て
基
金

の
積
み
増
し
を
。
ま
た
学
校
耐
震

な
ど
の
必
要
な
事
業
を
入
れ
た
正

確
な
中
期
財
政
計
画
を
。

 

基
金
を
長
期
繰
り
替
え
運
用

と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る

行
政
改
革
を
進
め
る
中
で
１
日
も

早
く
返
還
し
、
さ
ら
に
標
準
財
政

問 問 答 答 問 問 答 答 

規
模
の　

％
を
目
途
と
す
る
財
政

２０

調
整
基
金
の
積
み
立
て
に
も
意
を

用
い
た
い
。

　
各
論
提
言
４　

格
差
是
正
／
雇　

　
用
政
策
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　

 

　

代
を
中
心
と
し
た
若
者
の

３０働
き
方
を
考
え
る
べ
き
。
正

規
職
員
採
用
は　

歳
ま
で
引
き
上

３５

げ
を
。
任
期
付
採
用
な
ど
で
年
齢

制
限
の
な
い
採
用
を
。

 

議
員
の
ご
意
見
を
十
分
認
識

し
、
生
か
せ
る
も
の
は
生
か

し
て
い
き
た
い
。

 

生
活
保
護
以
下
の
働
き
方
と

な
っ
て
い
る
非
正
規
雇
用
問

題
を
公
務
員
も
考
え
る
べ
き
。
具

体
的
に
は
正
規
職
員
の
実
質
賃
下

げ
も
含
め
て
働
き
方
の
モ
デ
ル
に

な
る
べ
き
。
市
長
は
歓
楽
街
か
ら

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
で
帰
っ
て
く

る
よ
う
な
生
き
方
で
は
な
く
民
間

の
人
た
ち
の
視
点
に
立
つ
べ
き
。

 

市
と
し
て
ど
う
具
体
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
か
非
常
に
難

解
な
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
市
と
し

て
と
れ
る
体
制
を
構
築
し
て
い
き

た
い
。

問 問 答 答 問 問 答 答 

市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て

市
民
ク
ラ
ブ　
岡
本　
勝
弘

現
市
政
を
批
判
し
、「
も
う
一
つ
の
高
砂
」
を
提
言
し
ま
す
い
き
い
き
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　
井
奧　
雅
樹
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■傍聴の手続きについて
　高砂市議会の本会議・全員協議会、各委員会は、だれでも自由に傍聴することができます。
　平成１８年４月１日から傍聴の手続きを変更いたしました。

（本会議・全員協議会の場合）
　会議の当日、議場傍聴席の入口で傍聴人受付票に必要事項を記入し、受付箱に投入していただきます。な
お、傍聴希望者が多数の場合は、傍聴席への入場を制限する場合があります。

（委員会の場合）
　会議の当日、委員会室の入口で傍聴人受付票に必要事項を記入し、受付箱に投入していただきます。（途中
入場も可能）なお、傍聴希望者が多数の場合や委員会運営上の必要により、委員会室への入場を制限する場
合があります。

議会からのお知らせ

９　月　以　降現　　　　　行

所　管　事　項委員会名所　管　事　項委員会名

企画総務部、行財政改革推進室、財務
部、消防本部、監査委員、公平委員会、
選挙管理委員会、会計室、工事検査室
及び市議会の所管に関する事項並びに
他の所管に属さない事項

総 務
常任委員会

企画総務部、行財政改革推進室、財務
部、消防本部、監査委員、公平委員会、
選挙管理委員会、会計室、工事検査室
及び市議会の所管に関する事項並びに
他の所管に属さない事項

総 務
常任委員会

健康市民部、福祉部、教育委員会及び
市民病院の所管に関する事項

文 教 厚 生
常任委員会

健康市民部、生活環境部、農業委員会
及び市民病院の所管に関する事項

市 民 生 活
常任委員会

生活環境部、まちづくり部、下水道部、
水道事業所及び農業委員会の所管に関
する事項

建 設 経 済
常任委員会

まちづくり部、下水道部及び水道事業
所の所管に関する事項

建 設 水 道
常任委員会

福祉部及び教育委員会の所管に関する
事項

福 祉 教 育
常任委員会

■常任委員会の名称及び所管事項の変更について
　平成１８年９月の高砂市議会議員選挙から議員定数を現行の２８人から２４人に変更します。
　このことから常任委員会を現在の４委員会から９月以降３委員会に改編します。

■高砂市議会の平成１８年度の新規施策について
　・高砂市議会本会議記録の公開
　　　これまでも高砂市議会の会議記録は冊子の形で図書館や各公民館に配置して、市民の皆様に閲覧いた
だいておりましたが、今回高砂市のホームページ上で、本会議記録の検索システムを導入しました。こ
れは平成１２年３月定例会以降の本会議記録について、様々なキーワードから検索できるというもので、
これまでよりも簡単に審議の状況を確認いただけます。

　・高砂市議会本会議映像の提供
　　　今年度より高砂市議会本会議等を録画いたします。
　　　映像記録の交付を希望される方は、複写のためのＶＨＳテープまたはＤＶＤ－Ｒのディスクと申請書
を添えて議会事務局まで申し出てください。申請後約１０日程度でお渡しできます。

　　　ただし、本会議等の会期中は複写などの作業ができないため、会期中の申請は、閉会日の翌日に申請
されたものとして処理いたします。

　　　なお、正式な記録が必要なかたは会議録をご覧ください。
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・平成１６年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定　　　　　　　　　　　　　　　　不認定
・平成１６年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定　　　　　　　　不認定
・平成１６年度高砂市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定　　　　　　　　　　　認　定
・平成１６年度高砂市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定　　　　　　　　認　定
・平成１６年度高砂市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定　　　　　　　　　　認　定
・平成１６年度高砂市水道事業会計決算認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　認　定
・平成１６年度高砂市工業用水道事業会計決算認定　　　　　　　　　　　　　　　認　定
・平成１６年度高砂市病院事業会計決算認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　認　定

■平成１６年度決算認定について

　高砂市議会は、議会権威の高揚を図り、もって市民の信頼と負託に応えるため、寄付の禁止等について次
のとおり申し合わせを行う。
１　議員は、改正公職選挙法の精神に基づき、清潔な議員活動の一層の徹底を図るため下記事項を遵守する。
　　�　各種団体等が行う会合等各種行事に対するお祝い、寸志、粗品、記念品、賛助金等の提供は行わない。

ただし、議員の出席に伴う実費相当額の負担はこの限りではない。
　　�　冠婚葬祭等各種慶弔行事に対する祝儀、香典、樒、供花、花輪、供物、盛物等の提供は行わない。た

だし、議員の出席に伴う実費相当額の負担はこの限りではない。
　　�　虚礼にわたる年賀状、暑中見舞状などによる時候のあいさつは行わない。ただし、答礼のための自筆

によるものをのぞく。
　　�　新聞、雑誌等への年賀・暑中見舞広告、賛助広告等及びこれに類するポスター等の掲示は行わない。
　　�　各種行事及び慶弔等にかかる電報及び電子郵便、メッセージ等は送らない。ただし、政党、団体名は

除く。
２　前項各号の事項は議員後援会及び関係団体の名において行う場合も同様とする。
３　本申し合わせの実効を期するため、積極的な広報活動を行い、市民の理解と協力を求める。
４　本申し合わせの実施の状況及び申し合わせの趣旨に反する行為について、議長は会派代表者会議で必要
に応じ報告を聴取するとともに、協議の上必要な措置を講ずる。

　　平成２年２月８日
高　砂　市　議　会

寄付の禁止等に関する申し合わせ

　市民の要望や意見を市政に反映するために、
市議会に請願書、陳情書を提出することができ
ます。

○請願書を提出するとき
　　請願人の住所、氏名を記載するほか、その
請願書を紹介する一人以上の市議会議員の署
名又は記名押印が必要です。

○陳情書を提出するとき
　　陳情書には紹介議員の必要はありません。
請願書の書き方に準じて「請願」を陳情にか
えて提出してください。

請願・陳情について

○○○に関する請願書（例）

紹介議員（氏名）○印 　

請願の趣旨 

請願の理由 

 

 

 

 

平成　　年　　月　　日　　　

高砂市議会議長　様

請願者　住所　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　○印 　

（団体名　　　代表者　　　　　○印 ）

※請願及び陳情は随時受付します。詳しいことは議会事務局（ＴＥＬ４４３‐９０５１）
までお問い合わせ下さい。
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決算特別委員会審査報告書（抜粋）

経　過
　平成１６年度の各会計決算審査については、平成１７年９月３０日に付託を受け、以降、部局ごとに精力的
に審査を行い、その中で次年度の予算や業務に生かせて頂きたく１２月定例会、３月定例会初日に中間報
告をさせて頂きました。そして、議会全体の意思を受け、年度内での審査終了を目指して、３月に日程
を追加して全審査を終了いたしました。
　最終日には全体的観点から市長、助役に出席を要求し、総括的に答弁を求めました。
　そこで長時間の審査を費やし紛糾したタクシーチケット問題について、最終的意見を出し合いました。
　「やむなく市長の答弁で理解した。」とする４人の意見と「当局からの資料も提供されておらず、全容
が解明されていない。」とする２人の意見に分かれた。
　以上の経緯をもって委員会として調査は終了した。
　その後、採決に移り、
高議第７１号　平成１６年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定について
高議第７２号　平成１６年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については
　○税・料の公金横領、市営住宅の修繕費の未払い、市営住宅の不正入居等にて全会一致で不認定にす
べきものと決定。

高議第７８号　平成１６年度高砂市病院事業会計決算認定については
　○麻酔医の消防への派遣について、手続き等の不備、給与は派遣先の一般会計からの支出すべきもの
が病院会計から支出されている等の理由により、不認定にすべきものとの意見もあったが、賛成多
数で認定すべきものと決定。

　　その他の会計につきましては、全会一致で認定すべきものと決定いたしております。

意　見
　今回の決算委員会は付託時に「税・国民健康保険料の公金横領」「市営住宅の修繕費未払い」問題が判
明していた。そして、審査中にも職員が２名逮捕されるなど例年にない異常な年であった。これらの事
件は平成１６年度中にも行われていることから、特に公金の管理体制を集中して審査を行うとともに、そ
の他にも、滞納問題、時間外業務関係、職員の服務関係、委託費関係についても全庁的にテーマを設定
して資料を要求して審査を行った。
　高砂市は財政的に危機的な状況に陥り、財政非常事態宣言とも言える「行政改革」を平成１５年度より
３年間実施しており、特にこの平成１６年度はその中間年にあたる重要な年であった。しかし、審査で判
明したのは職員の各部局における問題意識の無さである。特に各部局にまたがる大きなテーマに関して
は解決能力が欠けている事態が判明した。
　「タテ割」という言葉がまさしくふさわしいほど、各部局は自分の仕事にこもり、総合的な統括能力が
欠けている組織であるという状況である。
　例えば、議会での指摘はそうした中、市民の代表として市民の視点から「タテ割」組織をテーマごと
に切って指摘する貴重なもののはずである。当委員会でも「１５年度決算時の指摘」「１６年度予算時の指
摘」「１６年度議会中の指摘」と３つの視点から審査したが、そもそも指摘自体を正確に資料化しておらず、
そのずさんさにはあきれるばかりであった。
　行政の仕事は「国県の指導や法律」と「市民の要望や発生する課題」とにはさまれ、大変な仕事であ
る。しかし、逆に「国や県の言うまま」「前の仕事のまま」ならばこれほど簡単な仕事ではないかと思わ
れる。
　特に幹部においては、「仕事は何のために行うのか」「どうしたら市民の要望にこたえられるのか」「新
しく発生した課題にどう向き合うのか」という視点を求めたい。つまり、受身の行政から、自ら働きか

平成１８年３月３０日
高砂市議会議長

　　加古　秋晴　様
高砂市議会決算特別委員会

委員長　井　奧　雅　樹
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けるという能動的な行政へ転換をすべきである。
　また、公平公正を求められる幹部として、市民に恥じない公金の執行を常に求めて頂きたい。
　１６年度に発生し、不認定の要因となった公金横領は、確かに職員の資質が第一であろうとは思われる
が、その背景には公金の執行に鈍感になっている職場風土が見られる。
　特にトップである市長の姿勢が問われているタクシーチケット問題は、魚町や塩町など歓楽街からの
帰宅に使われたことが判明した。
　タクシーチケットの使用に関しては、公用での使用と答弁されているが、内容を明らかにしておらず、
これは最低でも「グレーゾーン」とも言えるものである。小さな問題だが、こうした問題一つをとって
も、公金支出のあり方、説明責任の取り方に大きな課題を残している。
　行政改革は平成１７年度に最終年度を迎えるが、引き続き「さらなる改革」として厳しい運営が強いら
れる。新規事業が適切かどうか、公平公正な市政運営がされているかどうか、市民に恥じない運営となっ
ているかどうか。再度、検証されたい。
　この度の採決において、全会一致で一般会計が不認定になったことの重みを十分に受け止め、全職員
が一丸となり、誠意ある行政執行を努めることを強く要望する。

指摘事項
【特記事項】
○定例会における各議員からの指摘事項のフォローアップが十分になされていない。
　各部長が指摘に対する認識を十分に統一し、同じ見識で対応願いたい。

○滞納整理について、多重滞納者の名寄せを行い対応できないのか。他市の状況、県とも協議し、高砂
市税・料等滞納整理対策会議で早急に検討されたい。また、滞納が多くなるなかで、延滞金を取るべ
き施策が必要ではないかについても検討されたい。

○自己研修という名目で職員全員に６日間の休暇を与えている。しかし、報告書などは提出されず、実
質的に単なる休暇となっている。また近年増加しているが日数や運用を見直すべきである。

○タクシーチケットは、公用目的に関わらず、一部で疑惑のある使用方法があった。今後は執行にあたっ
て厳格に行い、公開に耐えうるものとすることを委員全員が一致して求める。

○本庁勤務にもかかわらず、席をたびたび離れ、勤務時間中の居場所さえ不明の職員を２年間も放置し
た。無断欠席も多く、出勤簿にまとめてハンコを押すなどの信じられない実態も明らかになった。本
人は当然として、監督者の責任を明確にして処分を行うべきである。

○年収１２００万円以上の麻酔医師を不十分な形で消防署に派遣し、病院と消防に大きな損失を出している。
答弁で「三分の一の勤務」という比喩のように、勤務状況が悪いにもかかわらず、改善がされていな
い。

○警察からの出向に関して、１６年度に交渉を行っている。その中で「市以上の調整手当」「管理職の時間
外手当」という高砂市にない概念で本給へ上乗せして反映させている。勤務実態にあわせ、１８年度よ
り改善を求める。

○清掃委託業務について、市の施設、また、施設利用振興財団の施設の多くを１社が高率で落札してい
る。また、委託費総数で１社が全市で１億円を超える受注となっている。現在の委託の入札は予定価
格の事後公表、指名入札等は建設関係と比べて古い入札制度となっている。参加業者の拡大、郵便入
札や予定価格の事前公表など、建設関係の入札、契約方法も参考にして、透明で公平な入札をすべき
であると指摘する。

○時間外勤務については管理職が命令し行うものである。しかし、形式的に書類で事後処理されている。
時間外勤務の執行にあたっては、課の業務量、担当者の業務処理能力を把握する上で重要であり、ま
た、分析することによって、適正な定員を把握できるものである。よって時間外勤務については、そ
れらのことを加味し、命令を具体的に記入するとともに、現在の様式の変更も検討し、実施されたい。

　このほか一般会計で６１項目、特別会計４項目、企業会計９項目を指摘した。
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　個人の破産申立件数は、平成１４年に２０万人に達して以降、１５年は２４万人、１６年は２１万人と高水準のま
ま推移している。リストラや倒産による失業や収入減などのため、消費者金融、クレジット、商工ロー
ン等で多額の債務を負い、返済不能に陥った多重債務者や中小零細事業者が破産者の中心であり、ホー
ムレスや家庭崩壊、自殺、犯罪など、深刻な社会問題を引き起こしている。
　こうした破産者や多重債務者を生み出す最も大きな原因は異常な高金利である。
　現在、公定歩合が年０．１％、銀行の貸出金利が年２％以下という超低金利の状況であるにもかかわらず、
「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」という）では２９．２％を超
える利息の徴収に対して刑事罰の対象としているため、利息制限法の制限金利１５～２０％を上回り、出資
法の刑事罰の対象とはならない２９．２％までのグレーゾーンとなる高金利で多くの貸金業者が貸し付けを
行っており、債務者が本来支払う必要のない利息を支払うことにより破産や多重債務に陥っている。
　また、「貸金業の規制等に関する法律」（以下「貸金業規制法」という）のみなし弁済規定は、一定の
要件を満たした場合には利息制限法の制限金利を超える利息の支払いについても債務の返済とみなすと
するものであるが、実態として貸金業者の高金利での貸し付けを助長することとなっており、本規定の
適用に厳格な最高裁判決が相次いで示されている。
　さらに、出資法の特例規定により年５４．７５％という高金利を適用することが許されている日賦貸金業者
（日掛け金融）については、悪質な貸し付け・取り立ての温床となり、その被害が発生しているところで
あり、また、同様の特例が認められている電話担保金融についても、実質的には電話加入権の財産的価
値が失われており、もはや特例を認める必要性はなくなっている。
　よって政府においては、市民生活の安定を実現するため、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利
まで引き下げるとともに、貸金業規制法のみなし弁済規定及び出資法における日賦貸金業者や電話担保
金融に対する特例を廃止することを強く要望する。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　２００６年（平成１８年）３月３０日　　
高　砂　市　議　会　　

出資法及び貸金業規制法の改正を求める意見書

高砂市議会のホームページ　http://www.city.takasago.hyogo.jp

本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。

　本会議は市役所内のモニターテレビの中継や、市立図書館及び公民館に備えつけの会議録などで内容を知っていた

だくことができます。

　次の定例会は６月に開会の予定ですので、日程その他詳しいことは443‐9051（議会事務局）までお問合せください。

教育委員会委員を任命するにつき同意いたしました。

　　　　　　高砂市伊保崎南９番８号　　　　　　　　　　　　山　名　克　典

固定資産評価審査委員会委員を選任するにつき同意いたしました。

　　　　　　高砂市伊保東１丁目１０番１１号　　　　　　　　　　中　野　健　藏

　　　　　　高砂市米田町米田１０２６番地の３　　　　　　　　　森　田　信　夫

人　事 




